
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 平成２５年５月１３日 １１時００分ごろ 

発生場所 千葉県九十九里町片貝
かたかい

漁港 

 九十九里町所在の片貝港北防波堤灯台から真方位３０１°９７０ｍ

付近 

（概位 北緯３５°３２.２′ 東経１４０°２７.５′） 

事故調査の経過  平成２５年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十五共成
きょうせい

丸、１９トン 

 ＣＢ２－６５０１３（漁船登録番号）、九十九里まき網漁業生産組

合 

 １７.６２ｍ（Lr）×４.３７ｍ×２.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和５３年２月４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年７月２６日 

  免許証交付日 平成２１年７月２３日 

         （平成２６年７月２５日まで有効） 

作業員 男性 年齢不詳 

 死傷者等 軽傷 １人（作業員） 

 損傷 デリックブームのガイ（旋回及び固定）ワイヤの破断 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、千葉県銚子市犬吠埼南西方沖の

漁場でいわし漁の操業を行い、平成２５年５月１３日１０時５０分ご

ろ片貝漁港に帰り、同漁港の岸壁に右舷着けで係留し、本船の横の岸

壁上に駐車したトラックへ荷揚げを開始した。 

 甲板員は、船首甲板上で荷揚げのためにデリックブーム（以下「ブ

ーム」という。）を操作し、ブームの先端部から降ろされるワイヤの

先端に取り付けられた網により、船体中央部の船倉からいわし
．．．

をすく

って吊り上げ、ブームを旋回させてトラック上へ網を移動させ、作業

員が、トラック上でいわし
．．．

を網から出し、タンクの中へ収容してい

た。 
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本船は、ブームをトラックの方へ旋回させていたとき、１１時００

分ごろブームを旋回させるためのワイヤ（以下「ガイワイヤ」とい

う。）が切れてブームの旋回制御が不能となり、作業員が、旋回した

ブームに気付いて避けようとしたものの、ブームの先端から約２ｍ付

近が頭部に当たった。 

 船長は、荷揚げ作業を中断して救急車を要請し、作業員は、病院へ

搬送され、左頭部裂傷と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、船首マスト下部にブームが取り付けられ、ブームを操作す

るためのウィンチを船首甲板に設置し、ウィンチは、甲板員が１人で

操作を行っていた。 

 ブームは、全長約１０ｍ、直径約９cm であり、荷揚げ時には振り出

されて使用されていた。 

船長は、連休等の前及びドック作業時、各部ワイヤの点検を行いな

がら、グリスを塗っており、ふだんは、ブームのガイワイヤ等を目視

で点検を行い、異常を認めていなかった。 

切断したガイワイヤは、直径が約１３mm であり、約半年間、使用さ

れたものであった。 

 作業員は、ヘルメットを着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、片貝漁港で係留して荷揚げ中、旋回中のブームのガイワイ

ヤが切れたことから、ブームが、制御不能となって旋回し、トラック

上の作業員に当たり、作業員が負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、片貝漁港で係留して荷揚げ中、旋回中のブーム

のガイワイヤが切れたため、ブームが、制御不能となって旋回し、ト

ラック上の作業員に当たったことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、船長は、次の改善措置を採った。 

・破断したガイワイヤを交換した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・作業時は、ヘルメットを着用すること。 

 


